
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

淡河地区 水道用架空配線および電柱他撤去工事 (設No.25－105) 

 契約変更後の工事概要 

１．撤去対象であった以下２本の電柱について撤去を取りやめる。(減一式) 

 (1)水道柱19 

 (2)F10引込柱 

 

２．淡河低区配水池電気室内の配水流量計受信盤(No1～3)撤去跡にピット蓋を 

設置する。(増一式) 

 

契約変更の理由 

１．(1) 契約後の現地調査及び道路所管部署との協議にて、抜柱を実施するためには 

想定以上に大規模な土木工事が必要と判明し、工期内では完遂が困難であるため。 

  (2) 契約後の現場調査にて、当該電柱にNTT線が共架してあることが判明し、 

    NTTとの協議に時間を要することから工期内では完遂が困難であるため。 

 

２．契約後の打ち合わせにて、撤去後の落下防止措置が必要となったため。 

 

 

（公表様式第６号） 


